
町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

【家屋を取り壊した方へ】

　家屋に対する固定資産税（都市計画税）は、

毎年 1月 1日現在に存在するものに課税されます。年の

途中で家屋の全部または一部を取り壊したときは、翌年

度から取り壊した部分について課税されません。このた

め、家屋を取り壊したときは、登記の有無、床面積の大

小にかかわらず、速やかに税務課資産税係までご連絡く

ださい。

　なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、

土地の固定資産税が変わる場合があります。

　予定納税が必要な方には、6 月中旬に税務署から「予

定納税額の通知書」が送付されます。

予定納税とは？

　前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が

15 万円以上である場合に、原則その 1/3 相当額をそれ

ぞれ 7 月（第 1 期分）と 11 月（第 2 期分）に納付する

という制度です。

予定納税額の減額の申請・納付

◇減額申請をする場合は、平成27年7月15日までに、「予

定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。

　廃業や災害などの理由により、平成 27 年 6 月 30 日現

在の状況で、平成 27 年分の見積もった税額が、税務署

から提出された「予定納税基準額」より少なくなると見

込まれる場合に、申請することができます。

◇納付には便利な振替納税をご利用ください

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

倶知安税務署　☎ 22-1192
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納税だより

暮らしの

Information

所得税の予定納税（第 1期分）

納期限は平成 27 年 7月 31 日です

　

日
常
生
活
の
中
で
け
が
や
急
病
、
あ
る

い
は
交
通
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
の

正
し
い
対
処
法
を
学
ぶ
講
習
で
す
。
こ
の

講
習
で
は
心
肺
蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い

方
な
ど
を
学
習
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
26
日
（
日
）
13
時
〜
17
時

■
受
講
対
象
／
満
15
歳
以
上
で
健
康
な
方

な
ら
ど
な
た
で
も

■
場
所
／
町
総
合
体
育
館
２
階
研
修
室

■
受
講
料
／
１
５
０
０
円
（
当
日
）

■
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
／
７
月
17
日

（
金
）
ま
で
に
氏
名
、住
所
、電
話
番
号
、

生
年
月
日
を
添
え
て
電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
に

て
左
記
ま
で
申
し
込
み

　

日
本
赤
十
字
社
倶
知
安
町
分
区
（
町
住

民
環
境
課
生
活
安
全
係
内
）

　

☎
56
―
８
０
０
５　
　

23
―
２
０
４
４

FAX

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習

開

催

■
対
象
者
／
ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ

ん
、
お
父
さ
ん

■
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
／
社
会
福
祉

法
人
北
海
道
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
母

子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
４
３
―
83
―
７
０
４
７

【
就
業
実
践
指
導
講
習
会
】

■
日
時
／
８
月
８
日
（
土
）
13
時
〜
15
時

（
受
付
は
12
時
45
分
〜
）

■
場
所
／
後
志
合
同
庁
舎
３
階
１
号
会
議
室

■
内
容
／
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー“

ク
レ
ー
ム

対
応
・
接
客
マ
ナ
ー”

【
法
律
無
料
相
談
会
】

※
女
性
弁
護
士
に
よ
る

■
日
時
／
８
月
８
日
（
土
）
13
時
〜
15
時

（
受
付
は
12
時
45
分
〜
）

■
場
所
／
後
志
合
同
庁
舎
３
階
２
号
会
議
室

■
定
員
／
４
名
（
１
人
30
分
）
予
約
制

講
習
会
・
相
談
会

■
内
容
／
町
内
戦
没
者
の
偉
勲
を
偲
び
、

戦
没
者
追
悼
式
を
開
催
し
ま
す
。
多
数

の
ご
参
列
を
お
願
い
し
ま
す

■
日
時
／
７
月
24
日
（
金
）
10
時
〜

■
場
所
／
ホ
テ
ル
第
一
会
舘

■
お
問
い
合
わ
せ
／
事
務
局
（
町
福
祉
医

療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福
祉
係
）

　

☎
23
―
０
５
０
０

戦
没
者
追
悼
式

【
巡
回
相
談
】

■
日
時
／
８
月
８
日
（
土
）
10
時
〜
15
時

（
受
付
は
９
時
45
分
〜
）

■
場
所
／
後
志
合
同
庁
舎
３
階
３
号
会
議
室

　

プ
ロ
の
美
容
師
が
お
子
さ
ん
の
髪
を

カ
ッ
ト
し
な
が
ら
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

■
内
容
／
前
髪
カ
ッ
ト
講
座

■
日
時
／
７
月
27
日
（
月
）
10
時
〜
11
時

■
場
所
／
絵
本
館
２
階

　

申
し
込
み
不
要
、
参
加
費
無
料
で
す

■
お
問
い
合
わ
せ
／

　

照
井
☎
55
―
５
７
５
１

　

遠
谷
☎
22
―
５
２
２
１

チ
ャ
イ
ル
ド
カ
ッ
ト
講
座

■
日
時
・
場
所
／

①
７
月
18
日
（
土
）、
25
日
（
土
）
９

時
〜
11
時　

サ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

く
っ
ち
ゃ
ん

硬
式
テ
ニ
ス
初
心
者
講
習
会

②
７
月
21
日
（
火
）
13
時
〜
15
時

し
り
べ
つ
川
リ
バ
ー
パ
ー
ク

■
講
師
／
香
川　
修

　

ア
シ
ス
タ
ン
ト　

田
村　
貴
美
恵

■
参
加
費
／
無
料

　
（
ラ
ケ
ッ
ト
の
貸
し
出
し
を
し
ま
す
）

■
申
込
／
不
要

■
主
催
／
倶
知
安
硬
式
テ
ニ
ス
協
会

■
お
問
い
合
わ
せ
／
事
務
局　

田
村

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
23
―
２
６
３
４
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募集種目 受験資格 受付期間 試験日

自衛官
候補生

18 歳以上
27 歳未満の者

男子 通年
受付時にお知らせします
平成 28 年 3 月高卒予定者については原則
として平成 27 年 9 月 16 日以降に実施

女子
8月 1日～
9月 8日

9月 25 ～ 29 日の指定する 1日

一般曹
候補生

18 歳以上（高卒見込
含）27 歳未満の者

8月 1日～
9月 8日

1次：9月 18・19 日の指定する 1日
2次：10 月 8 ～ 14 日の指定する 1日

海上・航空
自衛隊

航空学生

18 歳以上（高卒見込
含）21 歳未満の者

8月 1日～
9月 8日

1次：9月 23 日
2 次：10 月 17 ～ 22 日
3 次：（海上）11 月 19 日～ 12 月 16 日の
指定された 1日（航空）11 月 14 日～ 12
月 17 日の指定された期間

■
お
問
い
合
わ
せ
／

　

倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

■
自
衛
官
募
集
相
談
員
／

　

古
谷　

和
之　
　

☎
23
―
３
１
６
５

　

清
水　

礼
子　
　

☎
22
―
０
０
７
５

　

笹
山　

武
市　
　

☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木
幸
子　
　

☎
22
―
４
３
０
２

自
衛
官
募
集

■
団
体
名
／
ポ
テ
ト
マ
マ

■
活
動
日
／
毎
週
木
曜
日
10
時
〜
12
時

■
場
所
／
町
総
合
体
育
館

　

小
さ
な
お
子
様
連
れ
で
も
参
加
で
き
ま

す
。
初
心
者
歓
迎
！

■
お
問
い
合
わ
せ
／
事
務
局　

高
岸

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
23
―
２
７
４
８

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
会
員
募
集

〔
住
民
環
境
課
住
民
係
非
常
勤
職
員
〕

■
資
格
／
町
内
在
住
、
役
場
か
ら
２
㌔
以

内
で
通
勤
可
能
な
人

■
職
務
内
容
／
窓
口
業
務
（
住
民
票
、
戸

籍
、
印
鑑
証
明
等
の
発
行
・
交
付
等
）、

そ
の
他
住
民
補
助
業
務

■
雇
用
期
間
／
平
成
27
年
８
月
１
日
〜
平

成
28
年
３
月
31
日

■
勤
務
時
間
／
月
曜
〜
金
曜
11
時
〜
17
時

30
分
（
昼
食
休
憩
13
時
〜
14
時
）

■
賃
金
／
時
給
８
２
０
円　
（
雇
用
、
公

務
災
害
保
険
有
）

■
履
歴
書
提
出
期
限
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
７
月
10

日
（
金
）
ま
で
に
提
出
。
書
類
選
考
の

上
、
面
接
日
時
な
ど
を
連
絡

■
申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
／
同
住
民
係

　

☎
56
―
８
０
０
７

〔
サ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
く
っ
ち
ゃ
ん

パ
ー
ト
職
員
〕

■
雇
用
期
間
／
平
成
27
年
採
用
日
〜
平
成

28
年
３
月
31
日

■
勤
務
時
間
／
（
夏
期
５
〜
10
月
）
水
〜

日
曜
日
の
１
日
５
・
５
時
間
程
度

（
冬
期
11
〜
４
月
）
月
〜
金
曜
日
の

１
日
４
・
５
時
間
程
度

■
勤
務
内
容
／
観
光
案
内
業
務
・
施
設
維

　

障
が
い
の
あ
る
方
の
経
済
的
援
助
と
し

障
が
い
児
（
者
）
の
手
当

周

知

て
、次
の
手
当
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

１
．
特
別
障
害
者
手
当

　

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
の
介
護
が

必
要
な
、
20
歳
以
上
の
在
宅
の
方
に
支
給

さ
れ
ま
す

２
．
障
害
児
福
祉
手
当

　

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生

活
に
お
い
て
常
に
介
護
が
必
要
な
、
20
歳

未
満
の
在
宅
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す

３
．
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

中
程
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未

満
の
方
を
養
育
し
て
い
る
父
母
な
ど
に
支

給
さ
れ
ま
す

■
受
給
方
法
／
左
記
ま
で
認
定
請
求
書
等

を
提
出　

※
障
が
い
の
状
態
に
よ
り
該

当
し
な
い
場
合
や
、
所
得
や
施
設
入
所

な
ど
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

■
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
／
町
福
祉
医

療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室
福
祉
係

　

☎
23
―
０
５
０
０

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た

め
、
野
犬
掃
討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対

象
）
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時
／
７
月
１
日
〜
９
月
30
日

　

愛
犬
が
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次
の

こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
等
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で
犬

を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪
に

つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
は
す
ぐ
に
役
場

に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に
！

■
お
問
い
合
わ
せ
／
町
住
民
環
境
課
環
境

　

対
策
室
地
域
衛
生
係
☎
56
―
８
０
０
８

野
犬
掃
討
を
実
施

■
日
時
／
７
月
４
日
（
土
）
〜
７
日
（
火
）

■
内
容
／
ヨ
ガ
教
室
、
手
相
・
体
質
診
断
、

　

料
理
教
室
な
ど

■
講
師
／
チ
ャ
ン
ド
ラ
ム
ク
タ

　
（
イ
ン
ド
在
住
）

■
お
問
い
合
わ
せ
／
下
田
平　
幸
子

　

☎
０
８
０
―
５
１
０
８
―
７
０
１
０

ア
ユ
ー
ル
ヨ
ガ
パ
レ
ー
ド

　

町
政
へ
の
意
見
や
要
望
、
質
問
、
疑
問

な
ど
に
つ
い
て
、
町
長
と
直
接
話
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

■
開
催
日
時
／
毎
月
第
４
木
曜
日

　
　
　
　
　
　

13
時
〜
17
時

　

※
今
年
度
の
初
回
開
催
日
は
７
月
22
日

　
（
水
）
で
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
対
話
の
時
間
／
一
団
体
（
個
人
も
可
）

　

に
つ
き
60
分
程
度

■
申
込
期
限
／
毎
月
第
３
木
曜
日
（
開
催

　

日
の
１
週
間
前
）

■
申
込
方
法
／
電
話
ま
た
は
申
込
用
紙
を

　

町
総
合
政
策
課
企
画
振
興
室
広
報
広
聴

　

係
ま
で
送
付　

☎
56
―
８
０
０
１

　

23
―
２
０
４
４

　

kouhou@
tow
n.kutchan.lg.jp

（
申
込
用
紙
）
役
場
１
階
町
民
ホ
ー
ル

ま
た
は
広
報
広
聴
係
で
配
布
。
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能

FAX
毎
月
第
４
木
曜
日
は
町
長
室
の
日

職
員
募
集

募

集

持
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
夏
期
は
上
記

に
加
え
て
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
受
付
・
貸
出

業
務
）

■
応
募
資
格
／
町
内
在
住
者
で
通
勤
可
能

な
方
（
通
勤
手
当
支
給
）

■
賃
金
／
時
給
８
２
０
円

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
の
紹
介
状
を
左
記
ま
で
提
出

■
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
／
町
商
工
観

光
課
観
光
振
興
係　

☎
56
―
８
０
０
９



　

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
販
売
が
始
ま
り

ま
す
。
販
売
方
法
が
予
約
販
売
に
変
わ
り

ま
し
た
。
７
月
10
日
ま
で
に
申
込
み
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
今
月
号
の
広
報
の
折
込
み

チ
ラ
シ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
倶
知
安
商
店
連
合
会

　

☎ 

23
―
０
２
２
２

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安町消費者協会

倶知安消費者大会開催のご案内とお願い

　倶知安消費者協会は昭和 44 年 7 月設立しま

した。毎年、設立を記念して 7月に大会を開催

しています。本年は廃棄物処理方法が大幅に変

更になったことから「廃棄物の有効活用とその

排出について」　をテーマにして、関係者のトー

クを行う予定でおります。皆さんのご参加をお

待ちしています。

■日時／ 7月 24 日 10 時から

■場所／文化福祉センター　中ホール

■パネルデスカッション／パネラーは、行政・

業者・消費者協会から予定していますが、町

民の立場でもう一人加わっていただき、ご意

見を発表してくださるようお願いします。つ

きましては、7 月 8 日までに消費者協会まで

お申し出ください。申し出者多数のときは、

町と消費者協会で選考させていただきます。

■消費生活相談室（公民館 1階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

■時間外の緊急相談は☎ 22-2101（荒野）
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平
成
26
年
度
に
お
け
る
町
情
報
公
開
条

例
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　

情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く
公
文
書
の
開

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

周

知

【
医
療
費
・
保
険
料
の
還
付
金
詐
欺
】

　

電
話
で
役
場
や
年
金
事
務
所
な
ど
の
行

政
機
関
の
職
員
を
名
乗
り
、
医
療
費
や
保

険
料
の
還
付
手
続
き
の
た
め
に
金
融
機
関

等
の
A
T
M
に
誘
導
す
る
事
例
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

行
政
機
関
の
職
員
が
医
療
費
や
保
険

料
の
還
付
金
の
受
け
取
り
に
つ
い
て
、

A
T
M
を
利
用
す
る
よ
う
促
し
た
り
、

銀
行
の
暗
証
番
号
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

詐
欺
手
口
の
電
話
で
の
特
徴

○
金
融
機
関
等
の
A
T
M
に
行
く
よ
う

指
示

○「
医
療
費
が
戻
る
が
、
手
続
き
の
期
限

が
過
ぎ
た
の
で
、
早
く
手
続
し
て
ほ
し

い
」
と
手
続
き
を
急
か
せ
る

詐
欺
に
あ
わ
な
い
た
め
に
は

○
怪
し
い
と
思
っ
た
ら
相
手
の
名
前
や
所

属
、
要
件
を
聞
い
て
メ
モ
を
と
る

○
ま
ず
は
冷
静
に
な
り
、
家
族
な
ど
第
三

者
に
相
談
す
る

○
相
手
が
名
乗
っ
た
町
や
行
政
機
関
、
企

業
名
や
所
属
、
連
絡
先
を
確
か
め
る

（
※
相
手
が
連
絡
先
を
教
え
た
場
合
で

も
、
電
話
帳
で
調
べ
た
電
話
番
号
に
連

絡
し
、
事
実
関
係
を
確
か
め
る
）

○
事
実
で
な
い
と
判
明
し
た
と
き
に
は
、

警
察
に
通
報
す
る

【
年
金
情
報
流
出
を
口
実
に
し
た
詐
欺
】

　

日
本
年
金
機
構
が
保
有
す
る
情
報
の
一

部
が
外
部
に
流
出
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
こ
の
年
金
情
報
流
出
事
案
に
関
し

て
次
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
日
本
年
金
機
構
や
年
金
事
務
所
か
ら
お

客
様
に
電
話
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

詐
欺
に
ご
注
意
を

注

意

ん
。
該
当
す
る
お
客
様
の
基
礎
年
金
番

号
の
変
更
に
関
す
る
ご
連
絡
は
、後
日
、

文
書
を
お
送
り
し
ま
す

○
日
本
年
金
機
構
か
ら
お
客
様
に
お
金
を

要
求
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん

○
日
本
年
金
機
構
が
お
客
様
に
A
T
M

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
一
切
あ

り
ま
せ
ん

○
お
客
様
の
個
人
情
報（
家
族
構
成
な
ど
）

を
確
認
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

※
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
日
本
年
金
機
構

や
機
構
の
職
員
な
ど
を
名
乗
る
電
話
が

か
か
っ
て
き
た
ら
、
迷
わ
ず
に
左
記
ま

で
お
電
話
く
だ
さ
い

日
本
年
金
機
構
専
用
電
話
窓
口
（
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
）
受
付
８
時
30
分
〜
21
時

☎
０
１
２
０
―
８
１
８
２
１
１

警
察
相
談
専
用
電
話　

♯
９
１
１
０

倶
知
安
警
察
署
☎
22
―
０
１
１
０

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ま
に
健
康
や
医
療
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
医
療
費
を
半
年
ご
と
に
ま
と
め
、
発

行
を
希
望
す
る
方
を
対
象
に
医
療
費
通
知

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
次
回
の
発
行
は
９
月
（
平
成
27

年
１
月
〜
６
月
の
医
療
費
を
対
象
）
に
行

い
ま
す
。

◆
発
行
を
希
望
す
る
方
は
連
絡
を

　

発
行
を
希
望
す
る
方
は
、
福
祉
医
療
課

医
療
費
通
知
の
発
行

国
保
医
療
係
（
☎
56
―
８
０
０
６
）
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
電
話
連
絡
だ
け
で
手

続
き
が
で
き
ま
す
。

○
す
で
に
発
行
希
望
を
連
絡
済
み
の
方
に

は
継
続
し
て
発
行
し
ま
す
の
で
、
再
度

の
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

○
こ
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
申
請
等
の
手
続
き
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん

※
こ
の
通
知
を
確
定
申
告
な
ど
の
「
医
療

費
控
除
」
の
領
収
書
の
代
わ
り
と
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

示
請
求
は
６
件
で
、
開
示
し
た
文
書
が
５

件
、
文
書
が
作
成
し
て
い
な
い
た
め
不
開

示
と
し
た
も
の
が
１
件
で
し
た
。
ま
た
、

個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
自
己
情
報

の
開
示
請
求
は
２
件
で
、
い
ず
れ
も
開
示

し
ま
し
た
。

　

な
お
、
町
で
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
の
運

用
状
況
の
内
容
に
つ
い
て
、
い
つ
で
も
情

報
公
開
総
合
窓
口
で
閲
覧
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
／
町
総
務
課
法
務
支
援

　

係
☎
56
―
８
０
０
０

平
成
26
年
度
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
条
例
運
用
状
況



夏
の
火
災
防
止
に
つ
い
て

　

夏
の
行
楽
で
外
出
す
る
機
会
が
増
え
る

と
と
も
に
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火
等
、

野
外
で
の
火
気
の
使
用
が
多
く
な
り
ま

す
。
火
災
を
防
ぐ
た
め
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

・
炭
火
等
を
使
っ
た
後
は
水
な
ど
で
確
実

に
消
火
し
、
風
の
強
い
と
こ
ろ
で
は
火
気

の
使
用
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
花
火
を
行
う
と
き
は
水
バ
ケ
ツ
を
用
意

し
、
風
向
き
や
燃
え
や
す
い
も
の
が
近
く

に
な
い
か
を
確
認
し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
祭
礼
・
縁
日
・
花
火
大
会
な
ど

多
数
の
人
が
集
ま
る
催
し
を
行
う
際
に

は
、
消
火
器
の
準
備
や
届
出
が
必
要
な
場

合
が
あ
る
の
で
、
事
前
に
消
防
署
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

ごめいふくをお祈りします
日　根　正　美さん (86)　　字旭

関　口　ヨシヱさん (90)　　南 3東 6

藤　田　駿一郎さん (84)　　南 3東 6

髙　山　　登　さん (84)　　字八幡

渡　部　　昇　さん (56)　　南 4東 1

山　岸　ミネ子さん (89)　　北 7東 6

吉　川　一　男さん (91)　　字高砂

6 月 16 日 ( 火 ) までに住民環境課住民係へ届

け出があったもので、承諾を受けた内容につ

いて掲載しています。

平成 27年 平成 26年
人　身 14件 17件
物　損 243 件 275 件
死　者 0名 1件

5 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 27年 平成 26年
火　災 5件 4件
救　急 393件 389件
救　助 9件 9件
その他 33件 44件

5 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

Ｑ．認知症の母が老人ホームに入居したので、空き家になった自

宅を、今後売却しようと考えています。売却にあたりどのような

ことに注意すべきでしょうか。

Ａ．ご自宅の敷地と建物の名義人がお母様であれば、お母様が売

主となって自宅を売却します。ここで、お母様の認知症に進み具

合に注意すべきです。判断能力が著しく低下し契約を結ぶ能力が

なくなっている場合には、家庭裁判所に申し立てて、お母様のた

め「成年後見人」という代理人を選任してもらう必要があります。

　また、自宅を亡くなったお父様名義のまま相続手続きをせずに

放置しているケースも少なくありません。その場合自宅を売却す

るには大きく、相続人全員で合意して、①共同で売却するか、②

自宅の代表相続人を決めた上でその相続人が売却する方法をとる

ことになります。①②のいずれにせよ、相続人全員が合意する（「遺

産分割協議」ともいいます。）必要があります。

　このときも、お母様の判断能力が著しく低下し契約を結ぶこと

ができない場合には、「成年後見人」がお母様を代理して遺産分

割協議をする必要があります。相続手続き未了のまま長年放置し

ておくと、相続人の皆さんがご高齢になり、複数の方それぞれに

成年後見人をつけなければ処分できないことも少なくないので、

なるべく早いうちに相続手続きを済ませることをお勧めします。

なお、成年後見人は、裁判所の許可を得た上で自宅を処分するこ

とになります。「成年後見人」選任の申立方法については、弁護

士などの専門家にご相談ください。

　

火
の
用
心
を
お
願

い
し
ま
す
。

認
知
症
の
母
の
自
宅
の
処
分

人の動き　平成 27 年 5月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,235 人

 7,597 人

 7,638 人

7,654 世帯

（前月比 -176）

（前月比 -109）

（前月比  -67）

（前月比 -162）

うち外国籍住民 343人（前月比 -105）

主
な
事
件

▽
出
店
荒
ら
し
の
発
生

　

店
舗
内
に
保
管
し
て
い
た
財
布
が
盗
ま

れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
車
上
ね
ら
い
の
発
生

　

敷
地
内
に
ド
ア
ロ
ッ
ク
せ
ず
に
駐
車
し

て
い
た
車
か
ら
、
財
布
等
が
盗
ま
れ
る
事

件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
駐
車
中
の
車
の
ド
ア
が
傷
つ
け
ら
れ
る

事
件
が
発
生
し
ま
し
た

　
交
通
事
故

▽
５
月
４
日
、道
道
の
交
差
点
に
お
い
て
、

後
方
不
注
視
の
ま
ま
後
退
し
た
た
め
、
後

方
に
停
止
中
の
車
両
に
衝
突
す
る
事
故
が

発
生
し
ま
し
た

▽
５
月
27
日
、
後
退
し
て
敷
地
内
か
ら
道

路
に
出
る
際
に
、
後

方
確
認
を
怠
っ
た
こ

と
か
ら
、
信
号
待
ち

停
止
中
の
車
両
に
衝

突
す
る
事
故
が
発
生

し
ま
し
た

藤
ふ じ い

井　颯
さ つ き

己 ちゃん 北 4東 8
　　（父　祐太　　母　愛美利）

福
ふ く し

士　由
ゆ の

望 ちゃん
　　（父　司　　　母　由依）

龍
りゅうの

野　碧
あおい

ちゃん 南 6西 3
　　（父　慎也　　母　由貴子）

碇
いかり

　結
ゆ い な

菜 ちゃん 北 5東 2
　　（父　内輔　　母　淑恵）

山
やまもと

本　直
な お

央 ちゃん 北 4東 8
　　（父　拓矢　　母　智子）

瀧
たきがみ

上　幸
さち

ちゃん 北 6西 4
　　（父　光　　　母　まどか）

勝
かつうら

浦　陽
ひ ま り

莉 ちゃん
　　（父　雅博　　母　夏美）

村
むらかみ

上　椰
や え

恵 ちゃん 南 4西 1
　　（父　雅康　　母　幸恵）

苫
と ま べ ち

米地　琴
こ と ね

音 ちゃん 南 4東 3
　　（父　竜也　　母　ゆかり）

齋
さいとう

藤　旬
しゅんた

汰 ちゃん 南 3東 5
　　（父　健吾　　母　亜美）

端
はたかわ

川　結
ゆ り な

理奈 ちゃん
　　（父　知行　　母　智子）

中
なかざき

﨑　陽
ひ い ろ

空 ちゃん 南 1東 1
　　（父　貴　　　母　真澄）

山
やましな

階　浄
じょうじゅん

淳 ちゃん
　　（父　淳雄　　母　可南子）
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岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士古宮　靖子
☎ 0135-61-4777
FAX0135-61-4888


